
科目 

主管 

款 01 議会費 項 01 議会費 目 01 議会費 

事 業 名 議会事務費（議会事務費） 

決 算  額 

（前年度比）
財 源 内 訳 

6,601,190 円 
（＋38,396 円）

国・県支出金 
使用料・手数

料 

分担金・負担

金・寄附金 
地 方 債 そ の 他 一般財源等 

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 6,601,190 円 

市民一人当たり 

の決算額 

96 円  

（一般財源等ベース 96 円） 
単位決算額 

議

事

調

査

課

１ 事業目的 

 市役所庁舎増築・改修工事に伴い、他施設での議会運営を行うために必要な音

響設備等を移設する。 

２ 事業内容 

⑴ 移設先

五条川防災センター

⑵ 主な支出科目

区 分 内 容 事業費 

委託料 

議事堂無線ネットワーク環境移設業

務、録画配信用エンコーダー一時撤

去業務、全員協議会室マイク設備撤

去業務など 

1,654,400 円 

工事請負費 
議事堂の仮移転に伴う音響設備等移

設工事 
990,000 円 

３ 事業成果 

他施設での議会運営に必要な音響設備等を移設することで、議事堂の改修工事

期間中の円滑な議会運営を図ることができた。 
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科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管 

款 01 議会費 項 01 議会費 目 01 議会費 

事 業 名 議会広報紙発行費（議会広報費） 

決  算  額 

（前年度比） 財    源    内    訳 

1,962,522 円 
（＋334,713 円）

国・県支出金 
使用料・手数

料 

分担金・負担

金・寄附金 
地 方 債 そ の 他 一般財源等 

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 1,962,522 円 

市民一人当たり 

の決算額 

29 円  

（一般財源等ベース 29 円） 
単位決算額 

13 円  

（印刷部数 153,600 部） 

議

事

調

査

課 

１ 事業目的 

市政について関心を持ってもらうため、議会において議会広報を発行すること

により、議会の審議状況などを市民に周知する。 

 

２ 事業内容 

⑴ 定例会 

各定例会閉会後、議会広報特別委員会の編集を経て、議会だよりを発行す

る。 

なお、発行日は、それぞれ定例会開催月（３月、６月、９月及び１２月）の

翌々月（５月、８月、１１月及び２月）の１日とする。 

⑵ 特集号 

議会構成を決定する臨時会の閉会後、議会だより特集号を発行する。 

なお、発行日は、臨時会開催月(５月)の翌月(６月)の１日とする。 

⑶ 発行部数等 

区 分 印刷部数 単価（税抜） 

令和６年３月定例会 

令和６年５月１日号（１６頁） 
30,700 部 0.88 円／頁 

令和６年５月臨時会 

令和６年６月１日特集号（２頁） 
30,700 部 0.88 円／頁 

令和６年６月定例会 

令和６年８月１日号（１２頁） 
30,800 部 0.88 円／頁 

令和６年９月定例会 

令和６年１１月１日号（２０頁） 
30,700 部 0.88 円／頁 

令和６年１２月定例会 

令和７年２月１日号（１６頁） 
30,700 部 0.88 円／頁 

合 計 153,600 部  

⑷ 支出科目 

区 分 内 容 事業費 

需用費 議会だより印刷業務 1,962,522 円 

 

３ 事業成果 

議会だよりを発行し、継続的に情報を提供することにより、市民の議会への関

心を高めるとともに、理解を深めることができた。 
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科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管 

款 01 議会費 項 01 議会費 目 01 議会費 

事 業 名 政務活動費交付金（政務活動費） 

決  算  額 

（前年度比） 財    源    内    訳 

1,652,622 円 
（△277,283 円）

国・県支出金 
使用料・手数

料 

分担金・負担

金・寄附金 
地 方 債 そ の 他 一般財源等 

0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 1,652,622 円 

市民一人当たり 

の決算額 

24 円  

（一般財源等ベース 24 円） 
単位決算額 

78,696 円  

（対象議員数 21 人） 

議

事

調

査

課 

１ 事業目的 
  議会の議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため、必要な経費
（使途基準により規定）の一部として、会派又は議員に対し、政務活動費を交付
する。 

 
２ 事業内容 
 ⑴ 交付額及び交付の方法 

基準日（４月１日及び１０月１日）における会派又は議員に対する政務活動
費を、４月から９月まで及び１０月から３月までの半期ごとに交付した。 

区 分 政務活動費 対象議員数 交付額 

４月～９月 90,000 円／人 21 人 1,890,000 円 

１０月～３月 90,000 円／人 21 人 1,890,000 円 

合 計 180,000 円／人  3,780,000 円 

⑵ 収支報告書の提出等 
政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出

の報告書を作成し、領収書の原本を添えて議長に提出した。 
なお、政務活動費の交付額から必要な経費として支出した額を控除して残余

があったため、会派又は議員は、残余の額に相当する額の政務活動費を収支報
告書の提出時に返還した。 

交付額 返還の額 事業費 

3,780,000 円 2,127,378 円 1,652,622 円 

⑶ 使途基準（例示） 

区 分 内 容 

調査研究費 調査委託費、交通費及び宿泊費など 

研修費 
会場費・機材借上費、講師謝金、会費、交通費
及び宿泊費など 

調査費 交通費及び宿泊費など 

要請・陳情活動費 印刷・製本代、交通費及び宿泊費など 

会議費 印刷・製本代及び原稿料など 

資料作成費 印刷・製本代及び原稿料など 

資料購入費 書籍購入代及び新聞雑誌購読料など 

広報費 広報誌・報告書等印刷費、送料及び交通費など 

事務費 事務用品・備品購入費及び通信費など 

その他 その他、調査研究活動に要する経費 

 
３ 事業成果 
  市議会議員の市政に関する調査研究活動の充実を図ることにより、議員の見識
が高まり、市民生活の向上と市政の発展に寄与することができた。 

 

- 35 -




